
新市市民交流事業補助金交付要綱 

 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、市町村合併により新市域となる市民との一体感を醸成し、そ

れぞれの地域の市民相互の交流活動を促進するために実施する新市市民交流事業

に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、相模原市補助金等に係

る予算の執行に関する規則「以下、規則という。」(昭和４５年相模原市規則第２

３号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

(対象事業) 

第２条 補助対象事業は、市内に活動の本拠を有する政治、宗教及び営利活動を目

的としていない市民団体、ＮＰＯ、その他の団体が実施する、合併を機に市民の

交流が深まる契機となる事業で、概ね３０人以上で実施するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、補助対象としな

い。 

（１）相模原市又は他の公共的団体が実施する助成制度等を受けているもの 

（２）政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とした事業 

（３）その他市長が適当でないと認めたもの 

(補助対象経費) 

第３条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。 

補助対象経費 補助率 補助限度額 

会場使用料、印刷費、通信事務

費その他事業の実施に必要と認

められる経費 

２分の１以内 １００，０００円(宿泊を

伴うものにあっては２０

０，０００円) 

(補助申請) 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、新市市民交流事業補助金交付申請書

(様式第１号)を市長に提出しなければならない。 

(決定及び通知) 

第５条 市長は、前条の規定に基づき交付の決定をしたときは、新市市民交流事業

補助金交付決定通知書(様式第２号)により、不交付の決定をしたときは、新市市

民交流事業補助金不交付決定通知書(様式第３号)により申請者に通知するものと

する。 



(計画変更) 

第６条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、補助対象事業の計

画変更(廃止及び中止を含む。)をする場合は、遅滞なく新市市民交流事業補助金

変更承認申請書(様式第４号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出なけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による新市市民交流事業補助金変更承認申請書を受理した

ときは、変更内容を審査し、前条の規定による決定を変更することができる。 

(変更承認及び通知) 

第７条 市長は、前条の申請に基づき変更の承認をしたときは、新市市民交流事業

補助金変更承認通知書(様式第５号)により、非承認としたときは新市市民交流事

業補助金変更非承認通知書（様式第６号）により補助事業者に通知するものとす

る。 

(実績報告及び請求) 

第８条 補助事業者は、事業の終了後速やかに新市市民交流事業実績報告書(様式

第７号)を提出しなければならない。また、この実績報告の提出と同時に市所定

の請求書(様式第８号)を提出するものとする。 

(補助額の確定及び支給) 

第９条 市長は前条の報告等があった場合は、その内容を審査し、適正と認めると

きは、速やかに補助金の額を確定し、支給するものとする。 

２ 市長は補助金の目的を達成するため、特に必要と認めるときは、前項の規定に

かかわらず、補助金の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。 

(委任) 

第１０条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

附 則 

１ この要綱は平成１８年４月１日から施行する。 

２ この要綱は平成２１年３月３１日限りで効力を失う。 

附 則 

この要綱は平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 


